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令和７年度協働推進基金助成金一般事業助成における 

変更点について（案） 

 

 

令和７年度協働推進基金助成金一般事業助成において、以下のとおり３点の変更を検討

する。 

 

１ 説明会及び申請時期の変更 

 令和５年度及び６年度に助成を受けた団体へ聞き取りを行った中で、日頃の活動を行い

ながら助成金申請書類を短期間で作成することが非常に困難であるため、相談期間が充分

にあれば良いとの意見があった。 

申請団体の書類作成の負担を軽減するため、説明会の開催時期を早め、申請前に十分な相

談期間を設けることとする。（※予算成立前の説明会実施であるため、予めその旨を通知し

ておく） 

【変更前】 

説明会開催 申請・相談受付 一次審査 二次審査 助成決定 

3 月下旬頃 4 月１日～ 

４月中旬まで 

5 月上旬頃 5 月下旬頃 5 月下旬～ 

６月上旬頃 

 

 

【変更後】 

説明会開催 相談受付 申請受付 一次審査 二次審査 助成決定 

２月下旬～ 

３月上旬頃 

説明会後～ 

３月下旬まで 

４月１日～ 

４月中旬まで 

5 月上旬頃 5 月下旬頃 5 月下旬～

６月上旬頃 

 

 

２  申請方法等の多様化（オンライン申請の導入ほか） 

 これまで窓口及び郵送申請のみであり、申請書類に不備があった場合は改めて区役所へ持

参又は郵送しなければならなかった。 

区での押印廃止の推進に伴い、一般事業助成申請書についても押印を廃止する予定であ

り、その結果、LoGo フォームからの申請が可能となることから、令和７年度より窓口・郵

送申請に加え、オンライン申請を導入する。 

なお、助成事業説明会についても申請団体の多忙な状況を鑑み、説明時間の短縮や説明会

の様子を録画したものを区ホームページに掲載し、いつでもアクセスできるよう環境整備

を検討する。 
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３  助成団体への支援強化 

（１）制度周知の強化 

 令和６年度申請を希望していたにも関わらず、申請の準備を進めたときには既に募集期

間が終了しており、申請しそびれたという団体があったため、一般事業助成制度の周知を強

化する。 

①制度周知期間の拡大（周知開始時期の前倒し） 

（変更前）３月１５日 →（変更後）１月下旬～２月上旬より順次 

 ②過去の助成団体に対して助成制度を案内 

 ③新宿 NPO 協働推進センター発行のNpop’n や SNS、ホームページなど、広く助成制度

を個別周知 

 

（２）助成団体への活動支援 

団体活動をより活性化させるため、区の各部署へや新宿 NPO 協働推進センターの協力の

もと、①活動継続のための資金調達 ②イベントへの集客方法 ③担い手や協力者の集め

方など、団体が活動の中で困っていることへの相談対応や他の団体とのネットワーク構築

への支援を行う。 

 

（参考）令和 7 年度スケジュール 

 

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

広報掲載

説明会（１回目）

説明会（２回目）

相談期間

申請期間

第１回支援会議

第２回支援会議

助成決定

１月下旬～２月上旬

２月下旬

３月中旬

３月３日～３月３１日

４月１日～４月１１日

５月７日頃

５月２７日頃

５月末日


